
　

　本誌2013年４月号にて「消えゆく
命救えぬ種の保存法に価値があるの
か？」と題して、「絶滅のおそれの
ある野生動植物の種の保存に関する
法律」（以下、種の保存法）が制定
された経緯やその一部を改正する法
案（以下、種の保存法改正案）の問
題点を述べた。
　種の保存法改正案は、去る５月
23日に参議院で先に審議され、６
月４日に衆議院で可決成立したが、
NGOが連携してロビー活動を行っ
た結果、政府提案の法律案が閣議決
定前に変更され、更に11項目もの
附帯決議が衆参共に付されることと
なった上、また、３年後に抜本的な
見直しが行われるための筋道をつけ
るという大きな成果が得られた。
　そこで、ロビー活動の結果と今後
のロードマップについて以下まとめ
ることとする。

　ここでは、閣議決定に至るまでの
動きをまとめる。
　政府が法律の改正を行う際には、
審議会の答申をまとめることから始
まる。昨年12月20日～１月18日の間
に「絶滅のおそれのある野生生物の
保全につき今後講ずべき措置につい
て（答申案）」に関する意見募集（パ
ブリックコメント）が行われた。様々
な団体から意見が出されたが、まと
められた答申の内容は期待外れであ
り、その問題点は、前回指摘したと
おりである。
　答申のとりまとめ内容や種の保存
法の問題点に対して各団体（ＷＷＦ
ジャパン、トラフィック イースト

アジア ジャパン、日本自然保護協
会、日本野鳥の会、トラ・ゾウ保護
基金、イルカ＆クジラ・アクション・
ネットワークなど）と共に、説明資
料や要望書を作成し与野党議員への
ロビー活動を展開した。日本生態学
会、日本哺乳類学会、日本植物分類
学会など各学会からも意見書が環境
省へ提出され、更に、第二東京弁護
士会からも法律改正に関する提言が
出された。
　NGO、学会、法曹界から相次い
で種の保存法の問題点が指摘され、
後に参議院の環境調査室が作成する
参考資料（国会議員が議論の参考と
する資料）にも問題点は掲載された。
　与党に対するロビー活動として、
公明党環境部会のNGOへのヒアリ
ング（２月21日）、自民党環境部会
のNGOへのヒアリング（２月27日）
の場において各団体から問題点の説
明を行った。特に自民党に対する働
きかけは、2008年に生物多様性基本
法を提案した与党メンバーの関与な
どがあり、一定の理解を得ることが
できた。
　一方、野党に対しては、民主党や
みどりの風に働きかけたが、他の党
は、国会審議が間近にならないと担
当が誰になるか分からないとのこと
から十分な根回しが出来なかった。
　みどりの風のNGOへのヒアリン
グ（３月５日）は、説明後、その場
で同党として種の保存法の対案を作
る方針が決められ、対案作成作業が
始まることとなった。
　民主党のNGOへのヒアリング（３
月19日）は、当初15分の説明時間を
与えられていたが、最終的には10分
に満たない段階で打ち切られ、説明

し尽くせない印象を残した。
　こうした状況にも関わらず、政府
は罰則の引き上げ以外には応じない
姿勢でいたため、マスメディアの反
応は１～２月段階では、鈍いもので
あった。このため、３月４日に環境
省記者クラブでNGO合同の記者会
見を開き、問題点を記者に伝えた。
　その後も、NGOの提言、学会や
法曹界の意見書・提言書を続けてメ
ディアに流すことで、種の保存法の
論点に関する理解向上を図った。こ
うして、全国紙やNHKからの取材、
オピニオン雑誌の取材につながり、
自らも本誌や科学情報サイトに投稿
するなどして、世論の喚起を目指し
た。有識者による新聞への投稿も
NGOから促した。
　４月２日の朝刊には、通信社を通
じて10の地方紙に、政府による改正
案では物足りないとのNGOのコメ
ントが掲載された。
　こうして、罰則の引き上げだけで
は、法改正として不十分であるとの
認識が、与野党議員の間で醸成され
ていったのである。
　そして、自民党の環境部会では、
NGOからの指摘を受け、改善すべ
き内容などが議論された。公明党に
おいても同様に議論がなされた。
　その結果、４月３日の自民党の
環境部会で環境省は、2020年まで
に300種を指定し、2030年までに更
に300種の指定を追加する方針や３
年後に法律を見直す規定を法案に盛
り込むことなどを明言し、広くマス
コミなどに取り上げられた。このこ
とは４つの全国紙、NHK、通信社
が報道することとなった。これら報
道には、NGOなどから改正の提言
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が出されていたことが言及されてい
る。
　一方、公明党の環境部会では教育
活動による国民の理解を進めること
など、法律の修正案とこれを国会に
提出することを認めるための条件と
しての公明党環境部会決議が環境省
に渡され、のちの法案への加筆修正
につながった。
　与野党議員が共通して種の保存法
に抱いた疑問点は、レッドデータリ
ストに掲載されている絶滅のおそれ
のある3597種という種数と、現状の
90種という種の保存法における「国
内希少野生動植物種」への指定種数
の大きな隔たりである（2013年６月
末時点）。この点は、法律を知らな
くても、常識を有する人であれば同
様に疑問に思うところであろう。

　以上のような経緯を経て「絶滅の
おそれのある野生動植物の種の保存
に関する法律の一部を改正する法律
案」が４月19日（金）に閣議決定さ
れた。法案は、外来生物法の一部改
正案と種の保存法の一部改正案が一
括で、参議院にて先議されることが
決まった。
　特筆すべきは、当初、環境省が国
会議員に説明するために用意してい
た概念図に、新たに４つめの項目が
追加されたことである。
　「⑷ その他、目的規定に「生物の
多様性の確保」の明記、国の責務規
定に「科学的知見の充実」の追加、「教
育活動等により国民の理解を深める
こと」の規定及び「施行後３年を経
過した場合の法の見直し規定の追加
等の改正を行う。」
　みどりの風の対案作りは、遅々と
して進まず、最終的には、対案では
なく修正案を作成とすることとなっ
たが、NGOでは、３年後の抜本的な
見直しにつなげるためにも、否決さ
れることを承知の上で、修正案の動
議を同党に依頼した。

　一方、民主党からも修正案が提示
されたが修正案はわずかなものであ
り、期待に届かないものであった。
参議院で多数を占める民主党の修正
案を受けて、結局、賛成多数で附則
の一部が修正されることとなった。
　みどりの風の修正案が完成したの
は、参議院環境委員会の質疑の数日
前であったが、その内容は、３年後
の見直しの参考になる内容を有して
おり、歓迎できるものであった。
　一方、附帯決議には、法的に拘束
力はないが、今後の施策や次の見直
しに影響を与えることができる。そ
こで、予め入手してあった公明党の
環境部会の決議をベースにNGO版の
附帯決議（案）を作成し、公明党の
環境部会で中心的役割を担う議員に
面会し説明した。その結果、NGOの
意向を反映した11項目の附帯決議が
付され、種の保存法改正案は５月23
日に参議院環境委員会で先に審議さ
れ、６月４日に衆議院環境委員会で
可決成立した。同時に、衆参共にまっ
たく同じ内容の附帯決議が全会一致
で採択された。

　与野党に対して私たちが求めた見
直し提案項目と法律の修正や附帯決
議で得られた成果の比較は別表の通
りである（別表参照）。
　提案した多くの項目が法案修正や
附帯決議に結びつき、これまでのロ
ビー活動と比べると、大きな成果を
収めたと考えられるが、抜本的な見
直しには、まだ遠い道のりがある。

　現行法は、絶滅のおそれのある野
生動植物種に主眼を置いているが、
野生動植物が、生態系の重要な構成
要素であり、私たちの豊かな生活に
欠かすことのできないものであるこ
とを考えれば、絶滅に至る前に手を
打つ、予防的アプローチで取り組む
ことが不可欠である。

　上位法である生物多様性基本法が
求める基本原則は、生物の多様性の
保全を行うことにより健全で恵み豊
かな自然が維持され、将来に渡って
生態系サービスの恩恵を受けること
が将来の世代にとって重要であると
している。
　改正法では、「改正法施行後３年
の見直し」としているが、抜本的な
見直しに向けた取り組みを以下の通
り遅滞なく進めるべきである。
　１年目（2013）：「絶滅のおそれの
ある野生生物種の保全戦略」が効果
的に機能する内容であること。同時
平行的に、優先順位をつけて種の指
定を迅速に進めること。2020年ま
でに300種の指定を進めるためには、
単純計算ではあるが年間40種あまり
の指定が必要である。
　２年目（2014）：みどりの風が作
成した修正案等も含め抜本的な見直
しに関する諸条件の基礎的な情報整
理を行う必要がある。
　３年目（2015）：中央環境審議会
に諮問し、抜本的な見直しの検討を
始め、答申をまとめ上げる。
　これまでの慣例と思われるが、参
議院先議で扱われた法案は、次の改
正も同様の手続きで行われることが
多い。種の保存法の改正に関わった
国会議員に３年後の見直しについ
て、その責務を果たすことができる
ようにするためにも、今後の施策の
進捗状況報告を衆参の環境派議員に
説明を行なっていくことが肝要であ
る。

参照：絶滅のおそれのある野生動植
物の種の保存に関する法律の一部を
改正する法律案に対する附帯決議
http://www.sangiin.go.jp/japanese/
g i a n j o h o / k e t s u g i / c u r r e n t /
f073_052301.pdf

２）４月から５月中旬までの
動き

３）５月中旬から法案成立ま
で

４）改正提案項目の評価

今後のロードマップ
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